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令和３年度 保育所向け講習会



説 明 科 目

１科目 休暇と休業制度

２科目 勤務時間の適切な管理

３科目 ハラスメント防止と労働法令の遵守



年 次 有 給 休 暇

上司に申し出ることをためらってしまうなど、年休を
多く残している従業員が多いのが現状です。そこで、
働き方改革関連法では、「年休のうち５日間は、事業
主が時季を指定し、確実に取得させること」が会社に
義務付けられました（労働基準法第39条）。
従業員に年休を気兼ねなく取ってもらうためにも、
上司が率先して休暇を取るようにしましょう。

有休取得の不利益取扱



産前・産後休業と母健措置

●母健措置
男女雇用機会均等法では、事業主に、女性従業
員が母子健康法に基づく妊産婦検診を受診する
ための通院時間の確保や保健指導に応じた措置
を義務付けています（均等法１２、１３条）。

マタニティハラスメント

●産前休業
出産予定の女性従業員が出産予定日の６週間以内

（多胎妊娠の場合は14週以内）に休業を請求した場合、
就業させてはなりません（労働基準法第65条）。

●産後休業
原則として、産後８週間を経過しない女性を就業させ
ることはできない。ただし、６週間を経過した本人からの
請求があり、医師が支障がないと認めた業務に就業さ
せることは可能です（労働基準法第65条）。

均等法９条では、妊娠、産休、出産などを理由に、
解雇、雇止め、降格、減給などの不利益取扱いを
することを禁止しています。

マタニティハラスメントとは・・・

職場における妊娠・出産等に関するハラスメントのこと



育児休業と育児短時間制度

●育児休業

育児休業は性別を問わずに取得できます。
１歳に満たない子を養育する従業員から書
面等による申出があれば、子の１歳の誕生日
前日までを上限に育児休業を与えなければ
なりません（育児・介護休業法第５条）。
また、子を養育する予定であった配偶者が
病気などで養育できなくなった場合、保育園
に入所を希望しながら入所できないときには
、育児休業を１歳６か月まで延長できます。
更に同様の条件で最長２歳まで延長が可能
です。

育ハラ パタハラ

育介法では、その法律で定められた制度を利用した
ことなどを理由に、解雇、雇止め、降格、減給などの
不利益取扱いをすることを禁止しています。

●育児短時間勤務

育介法により、事業主は、３歳未満の子を養育
する従業員が利用できる短時間勤務制度の整
備が義務付けられています。
制度では１日の勤務時間を６時間以内としなけれ
ばなりません。

育ハラ・パタハラとは・・・

育児休業等の制度又は措置の申出や利 用に関するハラスメントのことです



パート労働者・有期雇用労働者
の休憩室の利用の機会の付与等

●福利厚生施設
通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚
生施設（給食施設、休憩室、更衣室）については、
パートタイム・有期雇用労働者に対しても、利用の機
会を与えなければなりません（パートタイム・有期雇用

労働法第12条）。

●不合理な待遇の禁止
パートタイム・有期雇用労働者の基本給、賞与その他
の待遇のそれぞれについて、その待遇に対応する通常
の労働者との待遇の間において、パートタイム・有期雇
用労働者と通常の労働者の職務の内容、職務の内容・
配置の変更の範囲（人材活用の仕組みや運用など）、
その他の事情のうち、待遇の性質及び目的に照らして
適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる
相違を設けてはなりません（法第８条）。

正社員とパート・有期雇用労働者の間の
待遇の違いについて、その理由を説明で
きますか？

待遇への
納得感も
高まれば

やる気も
アップ！

●待遇の違いの理由等の説明
パートタイム・有期雇用労働者から求めがあったとき
は、通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理
由等を説明しなければなりません（法第１４条）



新型コロナウイルスの影響による休業

● 新型コロナウイルスに罹患した疑いがあることのみをもって

従業員に休業を命じて休ませた場合には、労働基準法第２６

条により休業手当の支払が義務付けられます。

● PCR検査を業務命令により受けさせる場合には、賃金の支払

が必要となる場合があります。



新型コロナウイルスに係る支援策

●雇用調整助成金（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例）

新型コロナウイルス感染症の影響により事業の縮小を余儀なくされた場合

に、従業員の雇用維持を図るために労使協定に基づき休業を実施する事

業主に対して休業手当の一部を助成するものです。

https://www.mhlw.go.jp/index.html


新型コロナウイルスに係る支援策

●両立支援等助成金 育児休業等支援コース

「新型コロナウイルス感染症対応特例」
新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等（保育所
含）に通う子どもの世話を行う労働者に対し、有給（賃金全額支給）の休暇（労
働基準法の年次有給休暇を除く）を取得させた事業主は助成金の対象となります。

詳細については、厚生労働省
ホームページをご参照ください。

厚生労働省 両立等支援助成金 検索



テレワークのすすめ

一般にテレワークを実施する
ことが難しいと考えられる業
種や職種であっても個別の業
務によっては実施できる場合
があります。

テレワークに向かないと安易
に結論付けるのではなく、業
務の遂行方法の見直しを検討
することが望まれます。

【例】

・ 教材等の準備

・ 文書の作成

・ 面談

まずは、部分的にでも

「スモールスタート」で！



勤務時間の適切な管理

平成３１年４月の改正労働安全衛生法により、労働時
間の状況の把握と記録が義務化されており、原則、タ
イムカードやICカードなど客観的な記録による方法か
使用者自らの現認による方法により始業時刻と終業
時刻を記録しておかなければなりません。

賃金不払い残業



勤務時間の適切な管理 Q＆A



ハラスメント対策と労働法令の遵守

違法な労働条件を強いることは時としてハラスメントになることも

令和３年４月１日から中小企業にパワーハ
ラスメント対策が義務付けられます！

労働法令を遵守するとともにハラスメント対策を講じてください。

労働施策総合推進法第30条の２



職場のパワーハラスメントとは

●パワーハラスメントとは

① 優越的な関係を背景とした言動
❷ 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③ 労働者の就業環境が害されるもの
の３つの要素を満たすものをいう。

● 職場とは

勤務場所以外であっても「懇親会」、「社員寮」、
「通勤中」であっても、職務との関連性、参加が強
制か任意かといったことが考慮されます。

労働施策総合推進法第30条の２



パワーハラスメントの事例

有休なんてうちに
はないんだよ。休
みたいなんて怠け
者のいうことだ！

片付けや
準備はタ
イムカー
ド押して
からやれ



パワーハラスメント対策
困
っ
た
な
ぁ

相談窓口 事実確認 行為者、相談者への対処 再発防止対策

【相談の流れ】

労働施策総合推進法第30条の２

プライバシー保護 迅速かつ適切に



パワーハラスメント対策ツール

『規定（例）』
『研修教材』
『パンフレット』
『アンケート（例）』etc
のツールを入手できます。

こちらから義務化へ向けた各種ツールを入手できます。

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/


最後に

労使で協力し、働きやすい環境を整備することが、経営者
にとっても従業員にとっても良い結果へとつながります。

労働法令を遵守し、ハラスメントのない職場づくりをお願
いします。

ご清聴ありがとうございました。

お問い合わせ先 東京労働局 雇用環境・均等部 指導課 （電話03-3512-1611）


